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庁
舎
の
規
模
や
機
能
に
つ
い
て

意
見
を
ま
と
め
、
建
設
候
補
地
の

具
体
的
な
協
議
に
入
り
ま
し
た
。

第
７
回
本
庁
舎
等
建
設
審
議
会
を
３
月
24
日
、
明
科
総
合
支
所
で
開
催
し
ま
し
た
。

審
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◦総合支所の業務は「窓口サービス」、「相談業務」、「住民
と協働する地域づくりの推進」を基本とする。

◦ 10 年、20 年という将来的な規模・機能を見据えた中で、
各支所に配置する職員数は 40 人以内の範囲で適切な人員
を配置する。

（１）不可欠な附随施設
◦防災センター
◦十分な駐車場（来客用として約 350 台（※）、公用車

として約 150 台。職員駐車場は別途検討が必要）
※現在の 5 支所の来客用駐車場は 318 台分であること

などを踏まえた台数。
◦敷地内の緑地スペース

（２）附髄するにあたっては別に検討が必要な施設
◦コンサートやイベントができる 1,000 人以上の規模の

劇場型市民ホールは欲しいが、本庁舎建設とは別に
検討する必要がある。

◦子育て支援施設や健康福祉施設は地域にある既存施
設の活用を基本にすべきである。

～主な評価の視点～
◦合併協定書の協定内容（「新庁舎については、住民

の利便性、交通事情及びその他の官公署との関係
を考慮し、新市において検討する。」）と整合する
こと。

◦市の総合計画、土地利用計画、景観計画と整合す
ること。

◦地域生態系の保全及び周辺の環境配慮をできること。
◦活断層の位置を考慮していること、また浸水想定

地域に該当しないこと。
◦市民が望む場所であること（アンケート結果）
◦用地買収費、移転補償費、道路整備費を抑えること

など
※具体的な評価方法は引き続き協議します。

◇豊科駅西側周辺のゾーン
（理由）市街地に近く、駅にも近く、市民に便利で

ある。
◇国道 147 号「新田北」交差点の東側ゾーン　
（理由）人口重心付近であり、市民が納得できる場

所である。景観も良い場所である。
◇豊科保健センター周辺のゾーン　
（理由）比較的市街地や駅が近く、景観が良い場所

である。
◇豊科北中学校周辺のゾーン
（理由）市内を東西に横断する道路は 2 本しかない。

市民のアクセスを考慮すると、この 2 本の
道路の内側に建設する必要がある。景観が
良い。

◇穂高地域の久保田地区周辺（広域農道の東側）のゾーン
（理由）郊外であり用地取得費が抑えられる。景観

が良い。
◇豊科地域と穂高地域の境界周辺（国道 147 号の西、

JR 大糸線の東）のゾーン　
（理由）人口重心及び地理的中心（都市計画区域の

中心）の中間付近であり、市民が納得でき
る場所である。地理的・土壌的にも災害が
ない場所である。景観が良い。

◇豊科総合支所を中心としたゾーン　
（理由）市街地に立地していて市民に便利である。

市有地を活用できるため農地を潰すことを
避けることができる。

◇民間企業の敷地及び建物を購入する案
　（現に企業活動が行われている場所であるため、場

所の掲載は控えさせていただきます。）

（１）本庁舎に不可欠な機能
◦自然環境や省エネ・省資源に配慮した庁舎
◦耐震性に優れた庁舎
◦ユニバーサルデザイン（※）に対応した庁舎
◦ＩＴ化に対応できる庁舎
◦市民が自由に集えるコミュニティ機能やホール（講堂）
※ユニバーサルデザイン ･･･ 人種、性別、年齢、身体的特徴など

に関わらず、できるだけ多くの人が利用可能となるように建物、
空間をデザインするという考え方。

（２）本庁舎に可能であれば付すべき機能
◦展望室
◦市民や観光客が利用できる食堂（レストラン）
◦銀行、郵便局
◦地元の物産展などが開催できるスペース　
◦子育て支援機能　など　

（３）本庁舎の規模
◦ 10 年、20 年という将来的な規模・機能を見据えた中

で、上記機能を踏まえた必要最小限の規模として 550 ～
650 人程度が執務できる規模。延床面積として 18,000 ～
23,000㎡の延床面積が必要。

◦後述の附随施設の設置を考慮し、敷地面積は 20,000㎡～
40,000㎡（※）が必要。　

※階数により必要となる敷地面積が異なります。

（１）耐用年数がほとんどない施設
◦市民が集まる場所としての利用は望ましくない。他

の用途を検討し、用途に応じて必要最小限の整備を
する。

◦処分することも検討する必要がある。
（２）耐用年数が約 15 年以上ある建物
　地域の意見を尊重したうえで、以下のような活用方

法を検討する必要がある。
◦市民が自由に交流できるスペースとしての活用。
◦図書館、公民館、児童館、古文書館等としての活用。
◦公営企業の拠点としての活用。

７
回
目
と
な
る
本
庁
舎
等
建
設
審

議
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
審
議

内
容
を
踏
ま
え
、
本
庁
舎
と
総
合
支
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規
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舎
の
活
用
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意
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し
た
。
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的
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に
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ま
し
た
。

　

ま
と
め
ら
れ
た
意
見
は
、
昨
年
12
月

に
実
施
し
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析

結
果
や
2
月
に
地
域
審
議
会
か
ら
市
長

へ
答
申
さ
れ
た
「
本
庁
舎
の
建
設
を
前

提
と
し
た
総
合
支
所
に
必
要
不
可
欠
な

サ
ー
ビ
ス
」
の
内
容
を
参
考
に
審
議
を

重
ね
、意
思
統
一
を
図
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
第
7
回
審
議
会
で
は
、

建
設
候
補
地
を
選
定
す
る
た
め
の
基
準

に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

お
お
む
ね
左
記
（
建
設
候
補
地
の
選
定

基
準
）
の
よ
う
な
視
点
で
建
設
候
補
地

を
評
価
し
選
定
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。
ま
た
、
委
員
か
ら
建
設
候
補
地

（
ゾ
ー
ン
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今

後
は
現
地
視
察
な
ど
を
行
い
、
こ
れ
ら

の
場
所
が
適
切
か
、
あ
る
い
は
可
能
性

が
あ
る
か
、
審
議
を
行
い
、
建
設
候
補

地
の
絞
り
込
み
を
行
う
予
定
で
す
。

　

な
お
、審
議
会
の
会
議
記
録
（
要
旨
）

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

uhttp://w
w

w
.city.azum

ino.naga
no.jp/

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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総合支所の規模・機能附随施設

建設候補地の選定基準

委員から推挙された建設候補地（案）

本庁舎の規模・機能

既存施設の活用方法

第７回 
本庁舎等建設審議会

※第 8 回審議会（4/9 開催）において、建設候補地を豊科保健セ
ンター周辺ゾーン、豊科駅西側ゾーン、豊科北中学校周辺ゾー
ンの 3 つのゾーンに絞りました。詳細については広報 5 月号で
お知らせします。


